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 12 月 1 日（日）、北多摩西教育会館で、「朝日

生命の障がい者雇止めを撤回させる会」(以下撤

回させる会)のスタート集会が開催され、“障が

い者雇用差別は許せない、雇い止め撤回させよ

う”との決意を固め合いました。代理人の弁護士

やＣＵ三多摩の役員など 25 人が参加しました。 

 冒頭の呼びかけの一人、佐藤義見ＣＵ東京執

行委員長が開会挨拶に続いて、労働審判申し立

て代理人の八王子合同法律事務所の尾林、白神

両弁護士からのこの闘いの意義や労働審判の流

れ等についての説明がありました。さらに、事務

局より団体交渉を 3 回行ったことや労働審判提

訴に至る経緯が話され、今後の方針が提案され

ました。会場から、「障がい者雇用の現場の実態

などが話され、連帯して闘おう」との発言が相次

ぎました。 

当事者のＮさんは、会社組織での障がい者を

取り巻く実態や働くことへの思いを語りました。

宮田清志共同代表（ＣＵ三多摩地本執行委員長）

のまとめで閉会しました。 

障害者団体の市橋氏、参議院議員の木村英子 

氏、多摩市議の橋本由美子氏から、激励メッセー

ジも寄せられました。 

 第一回労働審判期日は 12月 25日 15時、立川

地裁で行われます。審理への傍聴要請が訴えら

れた他、短期間に多くの団体個人からの心温ま

る支援カンパが寄せられた事が報告され、引き

続きの支援協力が呼びかけられました。 

 撤回させる会の会員も大きく広がり、個人団

体含めて百組に近づいています。 

 

労働者を取り巻く情政 

労働基準法が変えられようとしている 

 

厚生労働省の有識者研究会「労働基準関係法

制研究会」は 11 月 12 日、労働基準法の労働時

間規制の適用除外拡大に向けた議論をまとめた

「たたき台」を公表しました。多様化する雇用関

係と「労使コミュニケーション」を口実に、名ば

かりの労使自治での長時間労働を可能にし、労
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働者保護の最低基準規制を外し、仕組みを簡易

化することを盛り込んでいます。 

 同たたき台は、団体交渉権のない過半数代表

者に労働時間の規制緩和を認めさせることがで

きる仕組みに緩和することや、複数事業場の労

使協定を一括で手続きすることも検討にのせて

います。 

厚労省は年内にまとめを出し、来年の労働政

策審議会での立法化を狙っています。労働組合

などからは強い反対を受けており、成立見通し

は立っていないとも言われていますが、運動の

さらなる大きな拡大が必要です。労働者として、

大きな反対の声を上げましょう。 

 

労働相談より 

１ 過酷な「行政のごみの回収業務」での勤務状

況の相談で解決  

 

 Ａさんから、「行政の下

請けで、夏の炎天下、冬の

凍てつく寒さの中、過酷

な家庭ごみ等の回収業務を行っている。会社に

言っても改善されない。また、朝８時から１６時

まで、昼休みもなく仕事をしている。」との相談

が、組合に寄せられました。また、会社の都合で、

給与支払い日の変更の通知が一方的にあり、困

っているというのも。 

労働基準法は、『使用者は、従業員の労働時間

が６時間を超える場合は 45分以上、８時間を超

える場合は 1 時間以上の休憩を労働時間の途中

に与えなければならない』（労基法第 34 条）と

定めています。 

また、賃金支払については、『賃金は毎月１回

以上、期日を決めて支払わなければならない』と

いう原則もあります。 

ＡさんとＢさんが組合に加入し、組合と共に

団体交渉を行い、未払い賃金や職場環境の改善

を求めました。会社は、「重大な労働問題が生じ

たことを真摯に受け止め、遺憾の意を表し、今後

このような事案が発生しないよう対処すると表

明。又、今後、就業規則や労働時間の適正な把握

などについて、適正に運用、記述する。」ことを

確認し、未払い賃金の支払いに応じました。 

２ (株)Ｋ社での懲戒及び雇止め事件、 

勝利的和解で解決 

 

 Ｋ社はお酒の店舗

販売と飲食店や顧客

への配達販売を行う

会社です。ＳさんはＫ社に

勤めて３年の契約社員でした。 

問題の発端は、有給休暇を取得したことにさ

れ、なおかつその有休を取得したとされた日は

出勤した日だったこと。この勝手な処理を誰が

したのかと疑問に思い、本社人事部に対応を求

めたことでした。 

最初に『誰がいつ、どのように不正を行ったの

かを明らかにするよう』に求めたのは 2022年11

月で、その後何度か明らかにするように求めて

きました。ところが、2024 年５月、本社人事部

に呼び出され、本社人事部に電話した際に『罵倒

した』ことについて出勤停止１日の懲戒処分を

受け、そのあと５月末をもって雇止めの通知を

受けました。 

Ｓさんは、解雇通知を受けた直後に組合に相

談、組合加入。聞き取りのなかで、Ｋ社では有給

休暇の違法な処理以外にも、通行許可証の不正

使用やずさんなアルコールチェック、社員を大

切にしない体質などが明らかになりました。ま

た、Ｓさんは契約社員ですが３カ月契約を 12 回

も更新しており、契約更新の期待権が極めて高

くほぼ無期雇用に該当する状況でした。そして、

雇止め理由にはすでに懲戒処分を受けた暴言な

どが含まれており、一事不再理の原則に反する

ものでした。 

組合は K 社に団体交渉の申し入れを行い、本

人が職場復帰を求めていないことから、相応の

解決金を求める立場で交渉を行いました。 

K 社指定の代理人弁護士との事前協議を行う

中で、12 回の更新は期待権が高いことや有休処

理が違法であったこと、労働法への無理解があ

った点などは認めました。 

その後、７月に団体交渉を行い、代理人弁護士

と協議を繰り返す中で、解決金の額を引き上げ

ると同時に懲戒処分の撤回、会社都合の退職で
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も合意しました。 

そして、本年 11 月下旬に合意書を交わすこと

ができました。本人も納得する解決を見ること

ができました。 

厚生荘病院労組のたたかい 
解雇無効・地位確認裁判 証人尋問
が終わりました 
2024 年 11月 11日 東京地裁（霞が関）で、

この裁判最大の山場、証人尋問が行われました。  

傍聴席が満席になる５０人の支援者に励まさ

れ、労組委員長の吉田さんはじめ４人の原告側

証人と団体交渉に携わってきた東京医労連の副

委員長が証言台に立ちました。 

被告側弁護士が、湖山グループが厚生荘病院

の経営権を握った 2018年以前から赤字経営が続

いていて経営が困難だったと繰り返し主張した

ことに対し、原告側証人は、厚生荘病院は湖山グ

ループが経営権を握る以前は、健全な経営であ

ったことを明確に反論、湖山が経営を握って以

降の不正常な病院運営や病院閉院で長く務めて

きた職場を追われた心境、病院を追い出された

患者たちの状況など、涙ながら訴えました。 

一方、被告側（湖山グループ）証人は、病院閉

院当時関りがなく、何が起きたのか、全く知らな

い様子で、傍聴席からも失笑が起こる始末。 

現在、今後の裁判の進め方を裁判所と協議中

ですが、結審、判決に向かう前に、組合側は改め

て、被告側の「まともな」証言を求めるために、

湖山泰成理事長の証人尋問を要求する方針です。 

 

証言台に立った原告の介護士 Hさんの感想 

 

数ある記念日の中に、2024年 11月 11日（月）

が加わりました。この数ヶ月、緊張で眠れない日

や下痢症状が出たりしました。でも、この瞬間ほ

ど多勢の仲間がいることを意識出来た事は有り

ません。私は、スタッフや患者様やそのご家族の

事を話しましたが、その時の事を思い出し、練習

の時から泣いてしまいました。上手く話せたと

は思いませんが、言葉に詰まった時、傍聴席や遠

くからも「ガンバレ！」と応援の声を身体中に感

じ、不思議な感覚を体験しました。その場に立つ

のは１人だけど、参加出来なかったメンバーや

皆が、頑張らせてくれました。熱い応援、本当に

有り難うございました。これからも、宜しくお願

いします。 

組合員からの投稿 

ゆ る 走 り の す す め        

尼崎 学 

私はここで、後期高齢者の仲

間入りをします。年寄りになって、健康的に歩け

ることが何よりも大切なことは言うまでもあり

ません。さらに、贅沢を言えば、走れること、ど

こまでも走れることができれば、残り少ない人

生にとって、かけがえのない幸せなことだと思

っています。 

私は、60 歳の定年の時に、それを目標にする

ことにしました。それまで、走るという習慣はあ

りませんでしたが、とりあえず、1～２キロくら

いを週 1 回から始めました。そのうち、毎日の

習慣になり、距離も伸び、スピードも出てきて、

年間累計で４００0 キロくらいを走れるように

なりました。 

ところが、走り始めて７年後に、走っていると

き突然、片足の激痛で動けなくなり、それが、歩

いているだけでも繰り返し起きるようになりま

した。「脊柱管狭窄症」と医者で言われ、薬で落

ち着かせることはできましたが、走るのが１年

間ブランクになりました。再開は、１年後で、加

齢からくる衰えなど、限界をわきまえて、あくま

でも集団での競争が目的ではなく、一人で走り

続けています。 
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私は、とくに、冬の寒い日に走ることが好き

です。最初は震える寒さでも、30 分もすると風

が心地よくなり、１時間後には、体感は熱くなり

ます。あたかも冬から春へ、そして夏に、三つの

季節が体の中を吹き抜けるようです。今日は、こ

れから、野猿街道の南の終点、御殿峠付近まで、

往復２０キロくらいを、ゆっくり時間をかけて

走りに行ってきます。 

欠陥機オスプレイはいらない！ 

11 月 24 日集会に 600 人 

 

 「横田基地にも 日本にも オスプレイはい

らない東京大集会」が福生市の多摩川中央公園

で開かれました。 

第１部で、東京高校生平和ゼミナールが、自分

の学校で、日本政府に核兵器禁止条約の批准を

求める署名集めの経験を語りました。 

第２部は、主催者・オスプレイ反対東京連絡会

の矢吹義則議長（東京地評）の開会あいさつで始

まり、国会議員や政党、各団体からの連帯のあい

さつやスピーチがあり、「日本政府は、米国言い

なりで、事故原因究明すらできない。政府が日本

を守る、国民を守るというなら危険なオスプレ

イは今すぐ撤去すべき」などの発言が相次ぎま

した。 

集会はアピール「戦争司令部の横田基地は撤

去しよう！欠陥機オスプレイは飛行停止を！ 

平和憲法を生かし、対話の外交で、戦争しない平

和な未来をつくろう！」を採択。アピール行進を

しました。集会参加者は６００人でした。 

（記 / 星） 

メールアドレス登録のお願い 郵便料金の値上がりに伴い、郵送しているニュースをメール配信し

ます。メールでもいいと思われる方は組合のメールアドレスまで、登録をお願いいたします。 

組合アドレス cu3tama@abeam.ocn.ne.jp です。すでにご登録済みの皆さんありがとうございます。

インターネット環境がない方には郵送しますのでご安心ください。 

2025 年 新春のつどい 
日時 2025 年１月１９日（日） 

執行委員会 午後１時 00 分～ 

新春のつどい 午後３時～５時 

       会場 北多摩西教育会館ホール（組合事務所３階） 

      会費 組合員は 1000 円  
 

組合員の皆さん、2024 年は政権与党過半数割れなど激動の年になりました。 

2025 年こそ最低賃金を 1500 にし、労働者の働き甲斐のある年にするために 

も“つどい”に参加して、英気を養いましょう。 

執行委員の皆さん、新春の集いの前に執行委員会を開催します。１時に会場 

へ来てください。”つどい”参加者は３時でお願いします。 

 

 

 

 
     

 


